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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年２月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 操縦者死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月２５日（水） １８時００分ごろ～２６日（木） ０

６時４０分ごろの間） 

発生場所 熊本県宇城
う き

市三角
みすみ

西港
にしこう

船だまり 

 熊本県上天草市所在の天草天門
あまくさてんもん

橋
きょう

橋梁灯（Ｒ１灯）から真方位

００６°９００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３７.２′ 東経１３０°２７.５′） 

事故調査の経過  平成２３年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての操縦者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡した

ため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 竜 神
りゅうじん

丸、５トン未満 

 ２９３－１５５１１熊本、個人所有 

 ８.６０ｍ（Lr）×２.５１ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１４kＷ、昭和５８年８月 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ７０歳 

 二級小型船舶操縦士（５トン限定）・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５０年７月４日 

  平成２１年１月１９日をもって失効していた。 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

本船は、専ら船舶所有者が使用し、いつもは三角西港の岸壁に係留して

いたが、台風が接近したときなどに操縦者が同岸壁南東方の三角西港船だ

まり（以下「本件船だまり」という。）に本船を移動して避難させることが

あった。 

本船は、平成２３年５月２５日１８時００分ごろ本件船だまりの南防波

堤に機関が中立運転の状態で係留しているところを地元漁業者Ａに目撃さ

れ、さらに、１９時００分ごろ同防波堤の北西方にある本件船だまりの浮

き桟橋に機関が中立運転の状態で係留しているところを地元漁業者Ｂに目

撃された。 

地元漁業者Ｃは、翌２６日０５時００分ごろ、本件船だまりの沖で釣り

をしていたところ、機関が中立運転の状態で本件船だまりの浮き桟橋に船

首を着けて係留している本船を認めた。 

地元漁業者Ｃは、別の場所で釣りをしたのち、０６時４０分ごろ本件船

だまりの沖に戻り、本船が同じ状態で係留していたので不審に思い、本船

に近づいたところ、船首のロープ１本のみで係留され、機関が中立運転さ
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れているものの無人の状態であったことから、船舶所有者にその旨を連絡

した。 

船舶所有者は、地元漁業者Ｃからの連絡で本船が本件船だまりに移動さ

れていることを知った。 

地元漁業者Ｃは、三角西港の岸壁に引き返し、陸上から本件船だまりに

戻って本船の周囲を捜したところ、０７時００分ごろ、本船の北方約３０

ｍの浮き桟橋から約１ｍの海上で救命胴衣を着用せず、うつ伏せの状態で

浮いている操縦者を発見し、消防署に通報した。 

 操縦者は、到着した救急車で病院に搬送されたが、溺水による死亡と検

案された。 

（付図１ 本事故発生場所付近図 参照） 

 気象・海象 気象（三角地域気象観測所）： 

 ５月２５日 １８時００分 天気 曇り、風向 北北西、風力 １ 

       １９時００分 天気 曇り、風向 北東、風力 １ 

 本事故当時、台風２号がフィリピン東方海上にあり、次第に勢力を強め

ながら北上し、５月２８日ごろ沖縄地方の南海上に到達することが予想さ

れていた。 

 その他の事項 

 

船舶所有者は、本船を係留中、操舵室の鍵をかけておらず、エンジンキ

ーもつけた状態としていた。 

本件船だまりは、三角西港の南約５００ｍにあり、陸側から延びた北防

波堤と南防波堤に囲われ、船が両防波堤の間から出入りするようになって

いる。また、陸側の岸壁沿いには、長さが約５０ｍ、幅が約１.５ｍの浮き

桟橋が設けられている。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

操縦者の死因は、溺水であった。 

本船は、２５日１８時００分ごろ本件船だまりの

南防波堤に係留しているところを目撃され、２６日

０６時４０分ごろ本件船だまりの浮き桟橋に無人の

状態で係留されているところを、その後、操縦者が

本船付近の海上を漂流しているところをそれぞれ発

見されたことから、２５日１８時００分ごろから

２６日０６時４０分ごろまでの間において、操縦

者が落水したものと考えられるが、落水した状況

を明らかにすることはできなかった。 

操縦者は、台風が接近したときなどに本船を本

件船だまりに避難させることがあったこと、及び

本船の機関が中立運転され、船首のロープ１本の

みで浮き桟橋に係留された状態で発見されたこと

から、浮き桟橋への係留作業中であった可能性が

あると考えられる。 

操縦者は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 



- 3 - 

原因  本事故は、本船が本件船だまりの浮き桟橋に係留作業中、操縦者が落水

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・救命胴衣を着用すること。 

 

付図１ 本事故発生場所付近図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土地理院 電子国土Webシステム利用） 
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